
広島県特定不妊治療支援事業 Q＆A

この助成事業は、広島県の助成事業です。

（１）助成の対象となる治療について
1 助成対象となる治療に

ついて
この助成制度の対象となる治療は以下の①又は②に該当する治療です。
【助成対象①】
　保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先進医療。
【助成対象②】
　生殖補助医療の保険診療を行う保険医療機関において、令和４年４月１日以降に開始
　した特定不妊治療等のうち、先進医療等を併用することにより、本来保険適用となる
　特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療。

2 保険診療の治療も対象
となりますか

保険診療のみで実施された治療は、対象になりません。
助成対象①又は②に該当する保険適用外の治療又は検査が対象となります。

3 男性不妊治療のうち、
対象となるものがあり
ますか

令和６年４月１日現在では、先進医療として認められた男性不妊治療（検査）はありませ
んが、今後、先進医療として審議される動きがあれば、助成対象①に該当します。
また、先進医療又は審議中の技術を併用することで全額自費診療となった一連の治療にお
いて、主治医の方針に基づき男性不妊治療を行った場合で、男性不妊治療費についても全
額自費診療になった場合は、②の助成対象となります。

※この助成制度の対象となる先進医療等は、広島県ホームページに掲載しています。

4 先進医療や審議中の技
術は併用していない
が、全額自費診療と
なった治療は対象とな
りますか

対象となりません。
あくまでも、令和４年４月１日以降に開始した特定不妊治療等のうち、先進医療等を併用
することにより、本来保険適用となる特定不妊治療等も含め、全額自費診療となった治療
が対象です。

5 海外の病院で受けた治
療は対象となるか。

対象になりません。
国内の保険医療機関で受けた治療が助成対象です。

6 特定不妊治療を行う前
のメディカルチェック
（予防注射）等は対象
となるか。

対象になりません。
メディカルチェックは各病院の任意検査になります。

7 治療の途中で転院した
場合、助成の対象とな
るか。

助成の対象となるかは、転院の理由や治療の状況などによりますので、事前に申請窓口ま
でご相談ください。

8 ＡＩＤ（夫以外の男性
ドナーの精子を利用す
る治療）は対象となら
ないのか。

夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療は助成対象となりません。

9 申請方法によっては、
ＡＩＤかどうか分から
ないケースがあるので
はないか。例えば妻の
治療だけで申請すれ
ば、ＡＩＤか判断でき
ないのではないか。

医師の証明書のみでは、判断できないケースがあります。しかし、証明書は必ず生殖補助
医療の保険医療機関の医師が作成します。ＡＩＤは保険適用の対象外であることから、Ａ
ＩＤによる治療を行った場合、医師は証明書の作成をしないこととなります。そのため、
ＡＩＤの場合、基本的に申請できない仕組みとなっています。

10 ステージＤの「体調不
良等」とは、どういっ
た場合が該当するの
か。

「体調不良等」とは、患者の体調悪化により、胚移植はもはやできないと主治医が診断し
た場合のほか、自然妊娠その他治療による妊娠により当該治療の継続理由がなくなった場
合や、当該治療を継続することが患者の身体的・精神的負担となる場合で、主治医と患者
が相談の上、治療を中断する場合も含むとなっています。

1



11 ステージＣの計画で
あったが、移植前の検
査結果等を踏まえ移植
に至らなかった場合、
どの治療ステージにも
該当しないが、対象と
なるか。

【助成対象①】特定不妊治療について、先進医療を使ったが、医師の判断に基づき、やむ
を得ず治療を中止した場合も１回の治療とみなし、助成の対象となります。

【助成対象②】保険と併用できない先進医療等を使うため自費診療を開始したが、先進医
療等を使う前に、医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も治療対象となる
場合があります。

※ただし、卵胞が発育しない等により卵子採取以前に治療を中止した場合は対象ではあり
ません。

12 「不妊症患者に対する
タクロリムス」は妊娠
判明後も継続的に投与
する薬だが，妊娠判明
後の薬代も対象となる
か。

妊娠判明後に要した費用は助成対象になりません。

13 保険診療の回数制限の
上限を超えたことで、
全額自費診療となる場
合、先進医療等を併用
していれば、対象とな
るか。

この助成制度は、助成対象①「保険診療で実施される特定不妊治療等に併せて行われた先
進医療」、助成対象②「本来保険適用となる特定不妊治療」を対象としているため、保険
診療の回数制限の上限を超えた場合は、先進医療等を併用したとしても、助成対象になり
ません。

（２）助成の対象者について
1 治療中に婚姻した場

合、対象となるか。
対象になりません。
治療開始時において、婚姻（事実婚含む）していることが助成の条件となります。

2 治療開始時は婚姻して
いたが、治療中や治療
終了後（申請前まで）
に婚姻関係を解消した
場合は対象となるか。

対象になりません。
治療開始時において、婚姻（事実婚含む）しており、申請日時点でも婚姻していることが
助成の要件となります。

3 事実婚でも助成が受け
られるか。

事実婚の方も助成対象になります。
ただし、次の項目を満たす必要があります。
・夫婦それぞれの戸籍により、重婚でないことを確認
・世帯全員分の住民票により、同一世帯（※１）であることを確認
・「事実婚関係に関する申立書」の添付
・不妊治療により出生した子どもについて認知する意向があることの確認

※１ 同一住所に登録があるが、両者が世帯主となっている場合は、別世帯となります。別
世帯の場合は「事実婚関係に関する申立書」に理由を記載してください。

4 治療期間中に妻の年齢
が43歳となった場合、
対象となるか。

治療期間の初日に43歳未満であり、治療中に妻が43歳になる場合は、助成対象となりま
す。
その場合、通算助成回数が規定回数以内でも、次回の申請はできません。ただし、43歳の
誕生日までに、次の治療を開始していた場合で、規定回数以内であれば申請できる場合が
あります。

5 所得制限はあるのか。 所得制限はありません。

（３）助成額・助成回数について
1 治療開始の考え方 特定不妊治療の場合、採卵のための投薬治療が治療開始時となります。

ただし、男性不妊治療費を申請される方で、採卵準備前に男性不妊治療を行った場合は、
男性不妊治療を行った日が治療開始日となります。

2 治療終了時の考え方 医師の判断により治療終了日が決定されます。

3 「１回の治療」とは、
どういう意味か。

採卵準備のための薬品投与の開始等から移植後に妊娠を確認した日（妊娠の有無は問わな
い）、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日までを示します。

4 「今回の治療期間」と
はいつからいつまでを
記載するのか。

先進医療技術等を含む一連の特定不妊治療の治療期間を記載しますが、具体的な期間は、
医師が治療計画に基づいて記載します。

5 助成額について 助成対象①と②で対象となる費用及び助成額が異なります。
詳しくは広島県ホームページ又は、「広島県特定不治療支援事業の概要」をご確認くださ
い。
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6 「初めて助成を受けた
際の治療期間の初日」
とはいつの時点なの
か。

「初回申請時の医師の証明書に記載された治療開始日」となります。
【以下のケースにご注意ください】
・２回目以降の申請時に添付した証明書の治療開始日が、初回申請時の時より過去の場合
でも、治療開始時を遡って修正はしません。

7 助成は何回受けられる
のか。

初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が，
・40歳未満の場合、43歳になるまで１子ごとに６回
・40歳以上の場合、43歳になるまで１子ごとに３回　助成が受けられます。
ただし、助成対象①と②の助成回数は合わせてカウントします。
また、特定不妊治療の助成を受けた後に、出産又は妊娠12週以降の死産をされた場合は、
それまでの助成回数がリセットされ、出産等の後に初めての申請が１回目の申請となりま
す。
なお、令和4年4月2日から令和4年9月30日までに40歳又は43歳を迎える方については、年齢
制限、助成回数に経過措置を設けていますので、県ホームページを確認してください。

8 助成回数をリセットし
たい場合はどうしたら
よいか。

出産等の後に助成回数のリセットを希望される際は、「広島県特定不妊治療支援事業申請
書（様式第１号）」に「出生した子の氏名」等を記入し、戸籍謄本を添付して申請してく
ださい。
ただし、死産の場合は、「子の氏名」「子の生年月日」は不要です。

9 「妊娠12週以降の死
産」は何で確認するの
か。

次のいずれかの書類を提出してください。（どちらか一方で可）
・死産届の写し
・母子健康手帳の「出産の状態」のページの写しで確認します。
これらの提出が難しい場合は、個別にご相談ください。

10 再婚した場合、通算回
数はどうなるか。

再婚した場合、パートナーが変更となるため、通算回数はリセットされます。

11 証明書作成代（文書料
は）申請額に含めて良
いか。

文書料も申請額に含めることができます。証明金額に文書料を含めてある場合は、文書料
の領収書及び明細書も添付してください。
※自己負担額が助成額の上限を超える場合、文書料が含まれない場合があります。

12 院外処方は申請額に含
めて良いか。

院外処方も申請額に含めることができます。院外処方の領収書及び明細書を添付してくだ
さい。

（４）申請手続きについて
1 申請のタイミングはい

つか。
基本的には、採卵準備のための薬品投与の開始から妊娠の確認に至るまでの一連の治療が
終了したタイミングで1回分として申請してください。
凍結胚移植を実施する場合など、治療の過程が限定的な場合もありますが、その場合も一
連の治療につき、1回の申請としてください。

2 広島市に住んでいる
が、この助成制度に申
請が可能か。

広島市、呉市、福山市に住民票がある方もこの助成制度は、申請ができます。

3 夫婦の住所が異なる場
合、申請先はどうなる
のか。

申請者の住所が広島県にある場合は申請ができます。
例：夫がＡ県、妻が広島県に居住している場合、妻が申請者の場合はこの助成制度に申請
ができます。

4 申請期限はいつか。 対象となる治療が終了した日の翌日から起算して、原則２か月以内に申請してください。
※やむを得ない理由により期日内の申請が困難であると認められる場合は、治療終了日の
属する年度内であれば、「遅延理由書」を提出することにより申請することができます。
※申請期限を超えている場合は申請を受理できないことがありますので、事前に申請窓口
までご相談ください。
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（５）申請書類について
1 住民票の提出について 申請者及び配偶者の住所等を住基ネットで確認することを申請書において承諾する場合

は、住民票の添付を省略できます。
※事実婚の方は同一世帯であることを確認する必要があるため、省略できません。
※別世帯で県外居住の方は、省略できません。

2 提出書類の有効期限に
ついて

住民票：発行から３か月以内。
戸籍謄本又は全部事項証明書：過去に取得しているものでも構いません。

3 令和５年３月31日以前
の様式（申請書・証明
書）でも申請できるか

令和５年４月１日から様式が変更されていますので、新しい様式を使用して申請してくだ
さい。
広島県ホームページで公開されいる様式が最新の様式です。
様式第１号申請書…助成対象①②で様式が異なります。申請書の左上に記載の申請区分
（先進医療又は自費診療）を確認して、該当する様式を使用してください。
様式第２号証明書…助成対象①②共通です。令和５年４月１日からの新しい様式を使用し
てください。

4 戸籍謄本（又は全部事
項証明書）が取得でき
ない場合どうするの
か。

夫婦が共に日本国籍を有していない場合、戸籍が編製されません。その場合、各国の結婚
を証明する公的書類を提出してください。
また、１子につき２回目の申請からは戸籍謄本（外国籍の場合は各国の結婚を証明する公
的書類）の添付を省略することができます。

5 不妊検査等助成事業の
申請も同時にする場
合、戸籍謄本等は１部
でよいか。

不妊検査費等助成事業とこの助成制度を同時に申請される場合は、戸籍謄本等の原本1部と
コピー1部を提出してください。

6 申請者と通帳の名義人
が異なる場合、どうし
たらよいか。

申請者は県内在住の方としてください。
申請者と口座の名義人が異なる場合は「委任状」を作成していただく必要があります。

7 旧姓の口座名義でも良
いか。

申請者と口座の名義人は同一名としてください。
恐れ入りますが、申請者と同一名の口座をご準備ください。

8 通帳がなく、振込先口
座の通帳の写しが提出
できない場合の確認資
料について

通帳をお持ちでない場合は、ネット銀行の金融機関名・店名・口座番号・口座名義人・銀
行本支店コード等の記載があるページをプリントアウトしたもの、もしくは上記内容が確
認できるキャッシュカードの写しを提出してください。
ただし、「カード番号」「セキュリティ番号」等の不要な個人情報は黒塗り等で削除した
写しを提出してください。

9 男性不妊治療を受けた
場合の提出書類につい
て

特定不妊治療を行った生殖補助医療の保険医療機関とは別の保険医療機関で男性不妊治療
を受けた場合は、特定不妊治療を行った医療機関へ男性不妊治療費にかかる領収書を提出
し、主治医が男性不妊治療費の領収金額を記載してください。
また、領収書及び明細書は、特定不妊治療費に係るものと男性不妊治療費に係るものをそ
れぞれ提出してください。

10 領収書や明細書を紛失
した場合。

領収書を一部紛失しても提出は可能です。ただし、領収書金額が助成額の上限に満たない
場合は、領収書の金額の範囲内が助成上限額となります。
また、明細書を紛失した場合は、領収金額の内訳について、県から医療機関に聞取り確認
をさせていただく場合があります。

11 院外処方がある場合、
証明書はどのように作
成するのか。

薬局が発行する領収書を処方元の医療機関へ提出し、主治医が証明書を記載します。な
お、領収書及び明細書は申請書類として提出していただく必要があるため、無くさないよ
うご注意ください。

（６）その他

1 在住している市町の助
成制度が知りたい。

広島県のホームページでは県内市町の助成制度について
ご案内しています（右のQRコードを読み取って下さい）。
詳しくは、お住いの市町窓口にお問い合わせください。

2 不妊治療は医療費控除
の対象となるのか。

医療費控除の対象となります。詳しくは、所管の税務署で確認してください。

3 不妊治療は高額療養費
（限度額適用認定証
等）の対象となるの
か。

ご自身が加入している公的医療保険にお問合せください。どの医療保険に加入しているか
は、保険証（被保険証）の表面にてご確認ください。

4 年度とは？ 当年４月１日から翌年３月３１日までを指します。
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